
北陸地域国際物流戦略チーム 規約（新旧対照条文） 

新 旧 

 
（名称） 
第１条 本会は、北陸地域国際物流戦略チーム（以下「戦略チーム」という）と称する。 
 
（目的） 
第２条 戦略チームは、北陸地域（新潟県、長野県、富山県、石川県、福井県）の国際物

流の課題について、産学官の関係者において問題意識を共有し、かつ関係者が一体となっ 
て課題解決のための具体的な施策について協議・提言する。もって地域の振興に寄与する 
ことを目的とする。 
 
（組織） 
第３条 戦略チームは、北陸地域を所管する経済団体、物流団体、港湾関連企業、空港関 
連企業、学識経験者、並びに関係行政機関等 （以下「委員」という。） から成る本部会と

幹事会で構成する。 
 
（本部会） 
第４条 本部会は、地域における実情を踏まえて、北陸地域の国際物流に関する重要事項

について協議を行う。 
２ 本部会は、別紙に掲げる委員で構成する。必要に応じ別紙に掲げる委員以外の出席を

求めることができる。 
３ 本部会には、課題により必要に応じて専門部会を設置することができる。 
 
（座長） 
第５条 本部会に座長を置く。 
２ 座長は、委員の互選によって選出する。 
３ 座長は、事務局と協議の上、本部会委員を招集する。 
４ 座長は、本部会の議事の進行及びとりまとめを行う。 
 
（幹事会） 
第６条 幹事会は、本部会に付すべき事項についてとりまとめる。のとりまとめ、及び国

際物流の課題についての情報交換及び検討を行う。 
２ 幹事会は、別紙に掲げる幹事で構成する。必要に応じ別紙に揚げる幹事以外の出席を  
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求めることができる。 
  
（幹事会座長） 
第７条  幹事会に幹事会座長を置く。 
２ 幹事会座長は幹事の互選によって選出する。 
３ 幹事会座長は、事務局と協議の上、幹事会委員を招集する。 
４ 幹事会座長は、幹事会の議事の進行及びとりまとめを行う。 
 
（事務局） 
第８条 戦略チームの事務局は、北陸地方整備局港湾空港部港湾計画課港湾物流企画室、

北陸信越運輸局交通環境部物流課が共同して務める。 
 
（雑則） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、その都度協議し

決定する。 
 
（附則） 
この規約は、平成１８年８月２３日から施行する。 
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